
　町保健セン
ターで行われ

たおせち作り講座の取材に
行ってきました。料理講座とい
うと講師の方の説明を聞きな
がらゆっくりと作るイメージで
すが、今回の講座は町食生活
改善推進員の方など、普段から
料理をしている方ばかり。手持
ち無沙汰にしている方は１人も
おらず、各々レシピを見ながら
無駄なく作業する様子に驚き
ました。料理初心者の私のよう
に作る順番をどうしようと考え
たり、味見するうちに正解が分
からなくなるという方は一人も
いません。すごいなあと感心し
つつ、邪魔にならないようカメ
ラを構えていました。

編集後記

○　事例
　「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というはがきが届いた。訴訟や差し押さ
えなどと書かれており、怖くなってはがきの電話番号に連絡したところ、「あなたは
買った物の代金を支払っていないため、企業から訴えられている。弁護士に確認し
たが取り下げに間に合わないので、示談金として10万円をコンビニで支払うように」
と言われた。全く身に覚えがないが、どうしたらよいか。
○　対応
　個人情報を教えてしまった場合は速やかに消費生活センター、警察などに相談し
てください。不安をあおる言葉でお金を要求されることもありますが、焦らずに、落
ち着いて対応してください。
○　被害を防ぐアドバイス
　悪質業者が行政機関を名乗り、ランダムに根拠のない請求はがきを送る架空請
求が急増しています。架空請求かどうか判断がつかなかったり、不安に思ったりした
場合は、まずは消費生活センターに相談してください。無視する、連絡しないことが
大切です。
消費生活相談（無料）をご利用ください。　
◎　知多半田消費生活センターでは消費生活相談を行っています。
　相談を希望する方は、電話をしてください。
■日にち　月曜日～金曜日（祝日、第４水曜日を除く）
■時　間　来所相談：午前9時30分～午前11時30分
　　　　　　　　　　午後1時30分～午後4時30分
　　　　　電話相談：午前9時30分～午後4時30分
■問い合わせ先　知多半田消費生活センター　（32）2444
　　　　　　　　（クラシティ3階市民交流センター内）

シリーズ　消費生活相談　
架空請求ハガキが横行しています

○114

～焦らずに。連絡してはいけません～

　今、話題になりつつある新しい旅
のスタイル、クルーズ旅行につい
て、初心者の方にも身近に感じて
いただけるよう、その魅力や楽しみ
方を紹介します。
■日　時　1月26日（日）午後1時

30分～午後3時30分（開場 午
後1時）

■場　所　愛知県国際展示場（Ａｉ
ｃｈｉ　Ｓｋｙ　Ｅｘｐｏ） Ｌ6会議室

■内　容　
　▽　講演「クルーズ旅行は高く

ない」
　▽　パネルディスカッション「ク

ルーズ旅行の楽しみ方」
　▽　質疑応答「クルーズ旅行の

疑問にお答えします」など
■定　員　100人（先着順）
■参加費　無料
■申し込み方法　県ホームページ
（https://www.pref.aichi.jp/

　soshiki/kowan/tokonamese
　ina.html）を確認してください。

■申し込み・問い合わせ先
　愛知県建設局港湾課
　052（954）6903

阿久比町商工会工業団地内
企業連絡協議会　様

　町に産業まつりチャリティー収益
金で現金4万177円をご寄付いた
だきました。

三村　裕志様
　町の防災力強化に役立てるため
ご寄付いただきました。

　町に「ふるさと阿久比応援寄付
金（ふるさと納税）」で次の方からご
寄付いただきました。
高尾　啓希様（3万1,000円）

市村　憲司様（2万円）
稲垣　勝也様（1万円）
髙﨑　憲治様（1万円）
河原　真由子様（1万円）

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

成年後見制度巡回相談成年後見制度巡回相談

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

2 月の相談
■人権・行政・心配ごと相談
　6日（木）、20日（木）
　場　所　中央公民館本館308号室
　時　間　午前9時30分～午前11時30分
　※　電話での相談も受け付けます。
■無料法律相談（事前に予約が必要）
　20日（木）
　場　所　役場1階相談室101
　時　間　午後1時～午後4時
■問い合わせ先
　住民福祉課社会福祉係
　（４８）１１１１（内１１２２）

2月6日（木）
場　所　中央公民館本館102号室
時　間　午後1時～午後５時
　NPO法人知多地域成年後見セン
ターでは、成年後見制度巡回相談（事前
に予約が必要）を毎月行っています。
■問い合わせ先
　知多地域成年後見センター事務所

（知多福祉活動センター内）
　0562（39）3770

2 月の相談

クルーズセミナーｉｎ
常滑

ご寄付ありがとうございます
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